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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光コネクタアダプタと、実装基板又は当該実装基板に着脱自在に固定されるマウント部
材とを備え、
　光コネクタアダプタは、光ファイバを保持するフェルールが両端側から挿通されて当該
フェルールの端面同士を当接させて光接続させる光接続用スリーブと、該光接続用スリー
ブを保持すると共に前記フェルールが保持された光コネクタプラグ同士を光結合させるア
ダプタハウジングとを具備し、前記アダプタハウジングは、前記光接続用スリーブが挿入
保持されるスリーブ挿入孔が一側面に開口したハウジング本体と、該ハウジング本体の前
記スリーブ挿入孔に嵌合する蓋部材とを備え、
　前記実装基板又は前記マウント部材は、前記ハウジング本体において前記スリーブ挿入
孔が形成された一側面と対向する他側面に配置され、前記蓋部材は前記実装基板又は前記
マウント部材側に突設して前記実装基板又は前記マウント部材に着脱自在に係合するマウ
ント係合部を有し、前記蓋部材を前記ハウジング本体に装着すると前記蓋部材の前記マウ
ント係合部が前記実装基板又は前記マウント部材に係合することを特徴とする光コネクタ
。
【請求項２】
　前記マウント係合部と前記ハウジング本体との間には着脱治具が挿入される治具挿入孔
が形成してあり、前記着脱治具の挿入により前記マウント係合部が弾性変形により押し広
げられて前記マウント部材との係合が外されることを特徴とする請求項１に記載の光コネ
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クタ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイバの先端を保持し、光ファイバ同士を光接続させる光コネクタアダ
プタ及び光コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光通信等に用いられる光ファイバ同士の光接続は、光ファイバの先端を保持した
光コネクタプラグと、光コネクタプラグ同士を固定して光ファイバの光接続を行う光コネ
クタアダプタとを有する光コネクタを用いた方法や、光ファイバの先端面同士を溶着させ
る方法により行われていた。
【０００３】
　溶着による光ファイバ同士の光接続では、光ファイバの光接続の着脱が行えないという
問題や、溶着工程が煩雑であるという問題から使用に制限があるという問題がある。
【０００４】
　また、光ファイバを保持する外径がφ２．５ｍｍのフェルール用筒状体を用いて光接続
を行うＳＣ型、ＦＣ型等の光コネクタでは、小型化することができず、実装基板に実装す
る際に広い実装面積が必要となる。
【０００５】
　このため光ファイバを保持する外径がφ１．２５ｍｍのフェルール用筒状体を用いた比
較的小型化されたＭＵ型光コネクタが提案されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００６】
　このＭＵ型光コネクタでは、光コネクタプラグと光コネクタアダプタとが外れ難く、光
接続の信頼性を向上することができるものの、このようなＭＵ型光コネクタは、一般に、
光伝送装置外側のパネル面で光接続を行うように、光ファイバの外周に被覆を施した光フ
ァイバ心線の外周に、更に抗張力体及び被覆を施した光ファイバコードを用いた光接続を
行うように設計されているため、部品点数が多く小型化が困難である。このため、比較的
小型のＭＵ型光コネクタを実装基板に実装するには広い実装面積が必要で、実装基板自体
の小型化を図ることができないという問題がある。
【０００７】
　更に、従来の光コネクタを実装基板に実装すると、光コネクタアダプタが実装基板に直
接固定されるため、光ファイバを保持する光コネクタプラグを着脱するためのスペースが
実装基板上に必要となり、実装基板が大型化してしまうと共に作業効率が悪いという問題
がある。
【０００８】
　また、従来の光コネクタの光コネクタプラグ及び光コネクタアダプタのそれぞれは、部
品点数が多く組み立てが困難であるという問題がある。
【０００９】
　このような問題を解決するため、例えば、光ファイバを保持するフェルールを、実装基
板に固定された板ばねによって軸方向先端面側に付勢保持してフェルールの先端面同士を
所定の圧力で当接させた光コネクタが提案されている（例えば、特許文献１及び２参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平２－２５９７０８号公報（第１－２頁、第１－３図）
【特許文献２】実開平６－７３７０５号公報（第５頁、第１図）
【非特許文献】
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【００１１】
【非特許文献１】日本工業規格（ＪＩＳ） Ｃ５９８３ Ｆ１４形光コネクタ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上述した板ばねを使用した光コネクタでは、板ばねの耐久性能などから
、着脱を繰り返すと板ばねの耐久性が劣化し、光ファイバの対向接続の悪化、即ち、挿入
損失の悪化が生じてしまうため、着脱回数が制限されてしまうという問題がある。
【００１３】
　また、上述した板ばねを用いた光コネクタでは、光ファイバの先端を保持したフェルー
ルの軸を中心とした回転方向の移動を規制する手段がなく、光ファイバのコアの偏心方向
を規定することができず、偏心ずれが生じて挿入損失が増大し易いという問題がある。
【００１４】
　更に、上述した板ばねを用いた光コネクタでは、振動及び衝撃によってフェルールが板
ばねから外れ易く、信頼性が低いという問題がある。
【００１５】
　また、上述した板ばねを用いた光コネクタでは、光接続用スリーブに直接フェルール用
筒状体の先端部を挿入するため、挿入角度が大きい場合や着脱を繰り返すことによって、
フェルール用筒状体の研磨を施した先端面に傷が付き易く、光接続時の挿入損失が増大し
易く信頼性が低いという問題がある。
【００１６】
　本発明はこのような事情に鑑み、光ファイバの挿入損失を低減して、信頼性を向上する
と共に小型化した光コネクタアダプタ及び光コネクタを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の第１の態様は、光コネクタアダプタと、実装基板又は当該実装基板に着脱自在
に固定されるマウント部材とを備え、光コネクタアダプタは、光ファイバを保持するフェ
ルールが両端側から挿通されて当該フェルールの端面同士を当接させて光接続させる光接
続用スリーブと、該光接続用スリーブを保持すると共に前記フェルールが保持された光コ
ネクタプラグ同士を光結合させるアダプタハウジングとを具備し、前記アダプタハウジン
グは、前記光接続用スリーブが挿入保持されるスリーブ挿入孔が一側面に開口したハウジ
ング本体と、該ハウジング本体の前記スリーブ挿入孔に嵌合する蓋部材とを備え、前記実
装基板又は前記マウント部材は、前記ハウジング本体において前記スリーブ挿入孔が形成
された一側面と対向する他側面に配置され、前記蓋部材は前記実装基板又は前記マウント
部材側に突設して前記実装基板又は前記マウント部材に着脱自在に係合するマウント係合
部を有し、前記蓋部材を前記ハウジング本体に装着すると前記蓋部材の前記マウント係合
部が前記実装基板又は前記マウント部材に係合することを特徴とする光コネクタにある。
 
【００１９】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記マウント係合部と前記ハウジング本
体との間には着脱治具が挿入される治具挿入孔が形成してあり、着脱治具の挿入によりマ
ウント係合部が弾性変形により押し広げられてマウント部材との係合が外されることを特
徴とする光コネクタにある。
 
【発明の効果】
【００２０】
　係る本発明では、ハウジング本体に形成したスリーブ挿入孔から光接続用スリーブを挿
入して、該スリーブ内でフェルールの端面同士を当接させて光ファイバを接続した後、蓋
部材によりスリーブ挿入孔に蓋ができるので、光コネクタの部品点数を減少させて製造コ
ストを低減すると共に、組立工程を簡略化することができる。
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【００２１】
　更に、光コネクタに光コネクタアダプタと着脱自在なマウント部材を設けることによっ
て、実装基板上に取り付けたマウント部材に光コネクタアダプタを着脱自在にできるから
、実装基板を小型化することができると共に実装基板への脱着が容易にできる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態１に係る光コネクタの実装工程を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る光コネクタの断面図である。
【図３】本発明の実施形態１に係る光コネクタプラグの平面図及び断面図である。
【図４】本発明の実施形態１に係る光コネクタプラグの組立工程を示す平面図である。
【図５】本発明の実施形態１に係る光コネクタアダプタの平面図及び断面図である。
【図６】本発明の実施形態１に係る光コネクタアダプタの平面図である。
【図７】本発明の実施形態１に係る光コネクタの積層での実装工程を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施形態１に係る光コネクタの積層での実装状態を示す斜視図である。
【図９】本発明の実施形態１に係る光コネクタの積層での実装状態を示す平面図及び断面
図である。
【図１０】本発明の実施形態２に係る光コネクタの積層での実装工程を示す斜視図である
。
【図１１】本発明の実施形態２に係る光コネクタの積層での実装状態を示す斜視図である
。
【図１２】本発明の実施形態３に係る光コネクタアダプタの組立工程を示す斜視図である
。
【図１３】本発明の実施形態３に係る光コネクタアダプタの平面図及び断面図である。
【図１４】本発明の実施形態３に係る光コネクタの接続状態及びプラグ解除治具を示す斜
視図である。
【図１５】本発明の実施形態３に係る光コネクタの積層での実装工程を示す斜視図である
。
【図１６】本発明の実施形態３に係る光コネクタの積層での実装状態及びマウント解除治
具を示す斜視図である。
【図１７】本発明の他の実施形態に係るマウント部材の他の例を示す実装工程を示す斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に本発明を実施形態に基づいて詳細に説明する。
（実施形態１）
図１は、実施形態１に係る光コネクタの実装工程を示す斜視図であり、図２（ａ）は光コ
ネクタの接続工程を示す断面図、図２（ｂ）は光コネクタの接続状態を示す断面図、図２
（ｃ）は（ｂ）のＡ－Ａ′断面図であり、図３（ａ）及び（ｂ）は光コネクタプラグの平
面図、図３（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ′断面図であり、図４は、光コネクタプラグの組立工
程を示す平面図である。
【００２４】
　図示するように、光コネクタ１０は、光コネクタプラグ２０と光コネクタアダプタ５０
とマウント部材７０とからなる。
【００２５】
　光コネクタプラグ２０は、光ファイバ１を保持するフェルール２１と、フェルール２１
を軸方向に所定範囲で移動自在に直接保持すると共に回転方向の移動を規制した第１の回
転止め部２２の設けられたプラグハウジング２３と、フェルール２１を軸方向先端面側に
付勢する付勢ばね２４とで構成されている。
【００２６】
　フェルール２１は、フェルール用筒状体２５と、このフェルール用筒状体２５の後端部
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に設けられたつば部材２６とを有する。
【００２７】
　フェルール用筒状体２５は、円筒形状を有し、その内部には軸方向に貫通して光ファイ
バ１を挿通可能な光ファイバ挿入孔２７を有している。この光ファイバ挿入孔２７の後端
部には、内径が開口側に向かって漸大するテーパ部２７ａが設けられている。このような
テーパ部２７ａを設けることによって、光ファイバ挿入孔２７に光ファイバ１を挿入した
際に、光ファイバ１の先端がフェルール用筒状体２５の端面に接触することで欠けたり、
折れたりするのを防止することができる。
【００２８】
　尚、このようなフェルール用筒状体２５の材質としては、例えば、ジルコニア等のセラ
ミックス材料、プラスチック材料及び結晶化ガラス、ホウケイ酸ガラス、石英等のガラス
材料、ステンレス、ニッケル等の金属材料等を挙げることができる。尚、フェルール用筒
状体２５の外径は、本実施形態では、１．２５ｍｍとした。
【００２９】
　つば部材２６は、フェルール用筒状体２５の光ファイバ挿入孔２７に連通して、光ファ
イバ１の外周に被覆を有する光ファイバ心線２が挿通可能な光ファイバ心線挿入孔２８を
有する。この光ファイバ心線挿入孔２８の先端部側は、フェルール用筒状体２５の外径と
略同等の大きさの内径で形成された嵌合孔２８ａとなっており、フェルール用筒状体２５
の後端部に圧入又は接着により固着するようになっている。
【００３０】
　また、つば部材２６の先端部側の外周には、円周方向に亘って矩形状に突起したつば部
２９を有する。このつば部２９は、詳しくは後述するプラグハウジング２３の第１の回転
止め部２２と係合してフェルール２１の軸を中心とした回転方向の動きを規制する。
【００３１】
　更に、つば部材２６の後方には、付勢ばね２４に挿入可能な挿入部３０が延設されてい
る。この挿入部３０は、後端部側に比較的外径が小径の小径部３１と、つば部２９側に小
径部３１に比べて外径が大径の大径部３２とで構成されている。
【００３２】
　挿入部３０の大径部３２の外周には、円周方向に亘って突出して付勢ばね２４に係合す
るばね用突起３３が設けられている。
【００３３】
　また、挿入部３０の小径部３１の外周には、円周方向に亘って大径部３２と外径が略同
等となるように突出した係合突起３４が設けられており、係合突起３４の後端部側の面は
傾斜したテーパ面３４ａとなっている。この係合突起３４に設けられたテーパ面３４ａは
、つば部材２６の挿入部３０を後述するプラグハウジング２３の係合孔３６に挿入する際
に係合孔３６を押し広げながら挿通させるためのものである。
【００３４】
　尚、このようなつば部材２６を、本実施形態では、ステンレス等の金属で形成した。尚
、つば部材２６の材料及び製造方法は、特にこれに限定されず、例えば、フェルール用筒
状体２５の後端部にプラスチックで一体的に成形するようにしてもよい。
【００３５】
　また、つば部材２６の挿入部３０の外周には、圧縮ばね等の付勢ばね２４が設けられて
いる。この付勢ばね２４は、挿入部３０の大径部３２に設けられたばね用突起３３に係合
して付勢ばね２４がフェルール２１から外れるのを一時的に防止している。
【００３６】
　一方、プラグハウジング２３は、例えば、プラスチック等からなり、軸方向に貫通して
フェルール２１及び付勢ばね２４を保持するフェルール保持孔３５が設けられている。
【００３７】
　このフェルール保持孔３５の後端部には、つば部材２６の小径部３１よりも大径で、且
つ係合突起３４よりも小径の内径を有する係合孔３６が設けられている。
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【００３８】
　この係合孔３６につば部材２６の挿入部３０の小径部３１を挿通させることで、フェル
ール２１がプラグハウジング２３内に軸方向に所定量移動自在に保持されている。
【００３９】
　即ち、つば部材２６の挿入部３０を係合孔３６に挿通すると、係合孔３６よりも大径の
外径を有する係合突起３４が係合孔３６を押し広げて弾性変形させ、係合突起３４が係合
孔３６を挿通すると、係合孔３６の内径が元に戻り、係合突起３４がプラグハウジング２
３の係合孔３４が開口する後端面に当接することで、フェルール２１はプラグハウジング
２３に対して先端面側の移動が規制された状態で保持される。
【００４０】
　また、フェルール２１のつば部材２６の挿入部３０の外周面に保持された付勢ばね２４
は、一端がつば部２９に当接すると共に他端が係合孔３６の開口する内面に当接すること
で、フェルール２１をプラグハウジング２３に対して軸方向先端側に付勢している。
【００４１】
　そして、付勢ばね２４によって軸方向先端側に付勢されたフェルール２１は、前述のよ
うに、つば部材２６に設けられた係合突起３４がプラグハウジング２３の係合孔３６が開
口する後端面に当接することで、軸方向先端側への移動が規制されて先端面側に付勢され
た状態で保持されている。
【００４２】
　尚、プラグハウジング２３の係合孔３６は、つば部材２６の挿入部３０を挿通する際に
係合突起３４に押し広げられるため、プラグハウジング２３の係合孔３６の設けられた後
端部には、係合孔３６の周囲に円周方向に亘って断続的な２つの開口部３７が設けられて
いる。この開口部３７によって係合孔３６の周囲が弾性変形し易く、係合孔３６につば部
材２６の挿入部３０を挿入し易くなっている。
【００４３】
　また、プラグハウジング２３の外周面には、軸方向に亘ってフェルール保持孔３５と外
部とを連通する光ファイバ用スリット３８が設けられている。この光ファイバ用スリット
３８は、フェルール２１が保持した光ファイバ１及び光ファイバ心線２の直径よりも大き
な幅で、且つつば部材２６の小径部３１の外径よりも若干小さな幅で形成されている。
【００４４】
　この光ファイバ用スリット３８は、光コネクタプラグ２０を組み立てる際に、光ファイ
バ１及び光ファイバ心線２を保持したフェルール２１に対し、予め光ファイバ１及び光フ
ァイバ心線２にプラグハウジング２３を挿通させておかなくても、後でプラグハウジング
２３を取り付けられるようにして、組み立てを簡略化するものである。
【００４５】
　このように、プラグハウジング２３に光ファイバ用スリット３８を設けることによって
、光ファイバ１に予めプラグハウジング２３を挿通させておく必要がないため、光ファイ
バ１が折れたり、傷が付くのを防止して、歩留まりを向上させることができる。
【００４６】
　また、プラグハウジング２３には、フェルール２１を挟むように一対設けられ、且つ先
端部の互いに相対向する内面に係止爪３９が設けられた爪部４０が設けられている。
【００４７】
　この爪部４０は、詳しくは後述する光コネクタアダプタ５０のアダプタハウジング５２
と係合して光コネクタプラグ２０と光コネクタアダプタ５０とを係合させるものである。
【００４８】
　また、各爪部４０のつば部２９に対向する領域には、つば部２９の外周面の相対する一
対の面のそれぞれに当接するように突出して設けられた第１の回転止め部２２がそれぞれ
設けられている。
【００４９】
　この爪部４０のそれぞれに設けられた第１の回転止め部２２がつば部２９の外周面の相
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対する一対の面に当接する、即ち、一対の爪部４０に設けられた第１の回転止め部２２に
よってつば部２９を挟持することで、フェルール２１は、プラグハウジング２３に対して
軸を中心とした回転方向の動きが規制されている。
【００５０】
　また、一対の爪部４０は、第１の回転止め部２２よりも後端部側の互いに相対向する内
面が、つば部２９が回転した際につば部２９に当接しないような間隔で形成されている。
【００５１】
　即ち、光コネクタプラグ２０のフェルール２１を付勢ばね２４の付勢力に抗して軸方向
後端部側に押圧すると、第１の回転止め部２２とつば部２９との係合が外れ、フェルール
２１をプラグハウジング２３に対して回転させることができる。これにより、フェルール
２１とプラグハウジング２３とを組み立てた後でも、光ファイバ１の偏心方向によってフ
ェルール２１の回転方向の位置決めを行うことができ、詳しくは後述する光コネクタアダ
プタ５０によって光コネクタプラグ２０同士を対向接続させた際に互いの偏心方向を合わ
せて挿入損失を低減させることができる。
【００５２】
　尚、本実施形態では、つば部２９の先端面に所定深さの溝部４１を形成し、特に図示し
ないが、溝部４１に係合する治具により、フェルール２１を後端部側に押圧すると共に押
圧した状態で回転させるようにすればよい。
【００５３】
　また、図１に示すように、一方の爪部４０の縁部の一方には、後述する光コネクタアダ
プタ５０の係合規制凹部６３ａに係合する係合規制部４２が設けられている。
【００５４】
　この係合規制部４２は、一方の爪部４０の縁部の一方にのみ設けられることによって、
光コネクタプラグ２０が光コネクタアダプタ５０に軸を中心とした回転方向の係合位置を
規制することができる。即ち、光コネクタプラグ２０を光コネクタアダプタ５０に係合さ
せる際に、常に同一の回転位置で係合させることができる。これにより、光コネクタプラ
グ２０同士を対向接続させた際に、光ファイバ１の偏心方向が異なる方向となることがな
く、挿入損失が増大するのを防止することができる。
【００５５】
　このような光コネクタプラグ２０の組み立て方法としては、まず、フェルール用筒状体
２５の後端部につば部材２６を圧入により固定してフェルール２１を形成する。次に、つ
ば部材２６の挿入部３０を付勢ばね２４に挿入することで、大径部３２上に設けられたば
ね用突起３３に付勢ばね２４を係合し、挿入部３０の外周面に付勢ばね２４を仮固定する
。
【００５６】
　次に、付勢ばね２４の仮固定されたフェルール２１に、例えば、熱硬化型の接着剤を介
して光ファイバ１及び光ファイバ心線２を接着する。このように光ファイバ１及び光ファ
イバ心線２が保持されたフェルール２１の先端面を、光ファイバ１の先端面と共に研磨装
置等により研磨する。
【００５７】
　その後、図４に示すように、フェルール２１に保持された光ファイバ心線２にプラグハ
ウジング２３の光ファイバ用スリット３８を挿通し、つば部材２６の挿入部３０をプラグ
ハウジング２３の係合孔３６に挿通する。このとき挿入部３０は、係合突起３４によって
係合孔３６を押し広げながら挿入され、係合突起３４が係合孔３６に先端側への移動が規
制された状態で係合される。
【００５８】
　これにより、プラグハウジング２３のフェルール保持孔３５にフェルール２１を軸方向
先端側に付勢すると共に爪部４０の第１の回転止め部２２によって軸を中心とした回転方
向の動きを規制した状態で、軸方向に所定量移動自在に保持させて、本実施形態の光コネ
クタプラグ２０とすることができる。
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【００５９】
　このように光コネクタプラグ２０をフェルール２１、付勢ばね２４及びプラグハウジン
グ２３のみで構成するようにしたため、部品点数を減少させて製造コストを低減させるこ
とができる。また、フェルール２１の後端部に付勢ばね２４を仮固定することができると
共に、光ファイバ１をフェルール２１に固定した後、プラグハウジング２３をフェルール
２１に固定することができるため、光コネクタプラグ２０の組み立て手順を簡略化させる
ことができる。
【００６０】
　尚、このような構成の光コネクタプラグ２０と、従来のＭＵ型光コネクタプラグ（ＪＩ
Ｓ Ｃ５９８３ Ｆ１４形光コネクタ）との寸法及び部品点数の比較を下記表１に示す。
【００６１】
【表１】

【００６２】
　表１に示すように、実施形態１の光コネクタプラグ２０は、従来のＭＵ型光コネクタプ
ラグに比べて部品点数が少なく、全長、幅及び高さ共に小型化を図ることができる。これ
により、光コネクタプラグ２０を用いた光コネクタ１０の小型化を図ることができると共
に、光コネクタ１０を実装基板に実装した際に、高密度化を図ることができる。
【００６３】
　尚、このような光コネクタプラグ２０を用いた光コネクタ１０は、実装基板１００上で
光ファイバ１の外周に被覆を施した光ファイバ心線２同士を光接続するため、光ファイバ
心線２の外周に抗張力体及び被覆を施した光ファイバケーブルを用いる必要がなく、これ
によっても小型化することができる。
【００６４】
　次に光コネクタ１０の光コネクタアダプタ５０について詳細に説明する。
【００６５】
　図５（ａ）は光コネクタアダプタの底面側からの平面図、図５（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ
′断面図、図５（ｃ）は（ａ）のＤ－Ｄ′断面図であり、図６は、光コネクタアダプタの
端面側及び上面側からの平面図である。
【００６６】
　図５に示すように、光コネクタアダプタ５０は、フェルール用筒状体２５の先端部が挿
入される光接続用スリーブ５１と、光接続用スリーブ５１が内蔵されるアダプタハウジン
グ５２とで構成されている。
【００６７】
　光接続用スリーブ５１は、円筒形状を有し、その軸方向に貫通して設けられたフェルー
ル挿入孔５３と、長手方向一端側から他端側に亘って設けられた一条のスリット５３ａと
を有する。また、フェルール挿入孔５３は、フェルール用筒状体２５の外径よりも若干小
さな内径で形成されている。
【００６８】
　このような光接続用スリーブ５１のフェルール挿入孔５３には、その両側の開口からフ
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ェルール用筒状体２５の先端部をそれぞれ挿入することによって光接続させるようになっ
ている。このとき、光接続用スリーブ５１は、フェルール用筒状体２５の先端部が挿入さ
れることでスリット５３ａが拡がる方向に弾性変形するため、フェルール用筒状体２５の
先端部をフェルール挿入孔５３の内面に密着保持して対向接続させるようになっている。
【００６９】
　尚、このような光接続用スリーブ５１としては、例えば、ジルコニア等のセラミック材
料、銅合金等の金属材料等を挙げることができる。
【００７０】
　また、アダプタハウジング５２は、例えば、プラスチック等の樹脂を一体成形すること
により形成されており、軸方向に貫通して光接続用スリーブ５１を保持する貫通孔５４が
設けられている。
【００７１】
　この貫通孔５４の両端側からフェルール用筒状体２５が挿入されて貫通孔５４内に保持
された光接続用スリーブ５１に挿入されるようになっている。
【００７２】
　即ち、貫通孔５４は、略中心側に光接続用スリーブ５１の外径よりも若干大径を有する
スリーブ保持部５５と、スリーブ保持部５５の両端側にフェルール用筒状体２５の外径と
略同等の内径を有する連通孔５６とが設けられ、これらの内径差によって段差部５７が設
けられている。
【００７３】
　この段差部５７に光接続用スリーブ５１の両端面が当接することで、光接続用スリーブ
５１は、スリーブ保持部５５に軸方向の移動が規制された状態で保持されている。
【００７４】
　また、アダプタハウジング５２には、スリーブ保持部５５と同等の大きさで形成されて
スリーブ保持部５５と外部とを連通するスリーブ挿入孔５８が設けられており、このスリ
ーブ挿入孔５８から光接続用スリーブ５１がスリーブ保持部５５内に挿入されるようにな
っている。
【００７５】
　更に、スリーブ挿入孔５８の相対向する内側面には、スリーブ保持部５５よりも幅狭と
なるように突出して設けられたスリーブ用突起５９が互いに相対向するように２対設けら
れている。このスリーブ用突起５９は、スリーブ挿入孔５８の開口側に向かって突出量が
小さくなるようにテーパ状に設けられており、スリーブ挿入孔５８から挿入された光接続
用スリーブ５１は、２対のスリーブ用突起５９を押し広げてスリーブ保持部５５内に挿入
され、挿入された光接続用スリーブ５１の外周面にスリーブ用突起５９が当接することで
、光接続用スリーブ５１はスリーブ保持部５５内に半径方向の移動が規制された状態で保
持されている。
【００７６】
　また、図１及び図２に示すように、アダプタハウジング５２の両端部の外周には、相対
向する面のそれぞれに光コネクタプラグ２０の一対の爪部４０と係合する係合凹部６０が
設けられている。
【００７７】
　この係合凹部６０は、アダプタハウジング５２の両端面から爪部４０の長さ及び厚さと
略同等に形成され、係合凹部６０の底面には係合凹部６０の開口面側に突出する係合凸部
６１が設けられている。この係合凸部６１の爪部４０が挿入される側の面には、テーパ面
６１ａが形成され、係合凹部６０に端面側から爪部４０を挿入すると、係合凸部６１のテ
ーパ面６１ａに係止爪３９が当接することによって爪部４０が弾性変形して一対の爪部４
０の間が押し広げられ、係合凸部６１を通過した係止爪３９が係合凸部６１に係合するこ
とで、光コネクタプラグ２０と光コネクタアダプタ５０とが係合するようになっている。
【００７８】
　また、アダプタハウジング５２の両端面には、つば部材２６のつば部２９に係合してフ
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ェルール２１の軸を中心とした回転方向の動きを規制する第２の回転止め部６２が設けら
れている。
【００７９】
　この第２の回転止め部６２は、貫通孔５４の連通孔５６と連通してつば部材２６のつば
部２９が挿入される大きさを有する矩形状の連通孔として形成されており、第２の回転止
め部６２のつば部２９が挿入される係合凹部６０側には切り欠き部６３が形成されている
。即ち、爪部４０に設けられた第１の回転止め部２２がつば部２９の相対する外周面の一
方に当接し、第２の回転止め部６２がつば部２９の相対する外周面の他方に当接すること
で、フェルール２１の軸を中心とした回転方向の動きが規制されている。
【００８０】
　即ち、光コネクタプラグ２０と光コネクタアダプタ５０とが爪部４０及び係合凹部６０
によって係合することで、フェルール２１の軸を中心とした回転方向の移動が規制されて
いる。
【００８１】
　また、図１及び図６に示すように一方の切り欠き部６３の縁部の一方には、光コネクタ
プラグ２０の係合規制部４２が挿入される係合規制凹部６３ａが設けられている。
【００８２】
　この係合規制凹部６３ａは、一方の切り欠き部６３の縁部の一方に設けられることで、
光コネクタプラグ２０の軸を中心とした回転方向の係合位置を規制している。
【００８３】
　ここで、光コネクタプラグ２０同士の光接続について説明する。図２（ａ）に示すよう
に、光コネクタアダプタ５０の一端側に一方の光コネクタプラグ２０を挿入保持させる。
【００８４】
　詳しくは、光コネクタプラグ２０の爪部４０を光コネクタアダプタ５０の係合凹部６０
に係合させる。このとき、光コネクタプラグ２０には係合規制部４２が一方の爪部４０の
縁部の一方にのみ設けられているため、この係合規制部４２が光コネクタアダプタ５０の
係合規制凹部６３ａに挿入されるように係合する。
【００８５】
　これにより、光コネクタアダプタ５０に対して光コネクタプラグ２０を回転方向の係合
位置を位置決めすることができる。
【００８６】
　また、係合された光コネクタアダプタ５０と光コネクタプラグ２０との間に保持された
フェルール２１は、第１の回転止め部２２と第２の回転止め部６２とに軸を中心とした回
転方向の移動が規制された状態で保持される。
【００８７】
　このフェルール２１は、挿入部の係合突起３４が係合孔３６に当接することで、先端側
の移動が規制された状態で、且つ後端部側への押圧による移動が可能なように付勢保持さ
れている。
【００８８】
　次に、図２（ｂ）に示すように、光コネクタアダプタ５０の他端側に他方の光コネクタ
プラグ２０を挿入保持させる。
【００８９】
　この光コネクタアダプタ５０と光コネクタプラグ２０との係合も、上述した一方の光コ
ネクタプラグ２０と光コネクタアダプタ５０と同様に爪部４０と係合凹部６０とを係合さ
せることで行う。
【００９０】
　このように他方の光コネクタプラグ２０を光コネクタアダプタ５０に係合させると、フ
ェルール２１同士が互いに先端面を当接させることで、付勢ばね２４の付勢力に抗して後
端部側に移動される。
【００９１】
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　このように、付勢ばね２４の付勢力によって先端部側に付勢されたフェルール２１同士
の先端面が所定の圧力で押圧された状態で当接され、光接続を行うことができる。
【００９２】
　このように、光コネクタプラグ２０同士を光コネクタアダプタ５０を介して光接続する
ことで、光コネクタプラグ２０と光コネクタアダプタ５０とを何度でも着脱することがで
きる。
【００９３】
　また、第２の回転止め部６２によってフェルール２１は回転方向の移動の規制が行われ
ているため、フェルール２１を光接続用スリーブ５１に斜め方向に挿入されることがなく
、フェルール２１の先端面に傷が付き難い。これにより、光接続時の挿入損失を低減する
ことができると共に信頼性を向上することができる。
【００９４】
　尚、光コネクタプラグ２０と光コネクタアダプタ５０との係合を外すには、特に図示し
ないが、光コネクタプラグ２０の爪部４０を治具により広げ、外すようにすればよい。
【００９５】
　また、アダプタハウジング５２の一方面には、マウント部材７０と係合するマウント係
合部６４が設けられている。
【００９６】
　マウント係合部６４は、本実施形態では、アダプタハウジング５２のスリーブ挿入孔５
８側の面に４箇所突出した突起として設けられており、このマウント係合部６４の内面側
には、係合溝６４ａが形成されている。
【００９７】
　更に、図６に示すように、アダプタハウジング５２の他方面には、詳しくは後述するマ
ウント部材７０のアダプタハウジング５２との着脱に用いられるアダプタ用突起７６及び
アダプタ係合部７７と同等の形状の積層用突起６５と、積層用係合部６６とが設けられて
いる。
【００９８】
　この積層用突起６５と積層用係合部６６とは、詳しくは後述するが、他の光コネクタア
ダプタのアダプタハウジングと着脱自在に係合させて、複数の光コネクタ１０を積層させ
るためものである。
【００９９】
　このように光コネクタアダプタ５０を、光接続用スリーブ５１と、一体成形したアダプ
タハウジング５２とで構成するようにしたため、部品点数を減少させてコストを低減する
ことができる。
【０１００】
　このように構成される光コネクタアダプタ５０と、従来のＭＵ型光コネクタアダプタ（
ＪＩＳ Ｃ５９８３ Ｆ１４形光コネクタ）との寸法及び部品点数の比較を下記表２に示す
。
【０１０１】
【表２】
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【０１０２】
　表２に示すように、本実施形態の光コネクタアダプタ５０は、従来のＭＵ型光コネクタ
アダプタに比べて部品点数が少なく、全長、幅及び高さ共に小型化を図ることができる。
これにより、光コネクタアダプタ５０を用いた光コネクタ１０の小型化を図ることができ
ると共に、光コネクタ１０を実装基板に実装した際に、高密度化を図ることができる。
【０１０３】
　次に、マウント部材７０について詳細に説明する。
【０１０４】
　図１及び図２に示すように、マウント部材７０は、平板状の部材の両端部を屈曲するこ
とで形成されたコ字状を有し、屈曲した両端部の固定部７１と、２つの固定部７１の間の
領域の台座部７２とで構成されている。
【０１０５】
　固定部７１は、実装基板１００に貫通して設けられた固定孔１０１に挿入保持され、そ
の先端部は、台座部７２側よりも幅広で、且つ固定孔１０１の内径よりも幅広に形成され
ることで段差部７３がされている。
【０１０６】
　また、固定部７１の先端面は固定孔１０１に挿入し易いようにテーパ面７４で形成され
ており、幅方向略中央部には、先端から長手方向に所定量切り欠いた切り欠き部７５が設
けられている。
【０１０７】
　このような固定部７１を実装基板１００の固定孔１０１に挿入すると、固定部７１の縁
部が固定部７１のテーパ面７４に当接し、切り欠き部７５の幅を狭めるように固定部７１
が弾性変形することで固定孔１０１に挿通される。
【０１０８】
　そして、挿通された固定部７１は、段差部７３が固定孔１０１の開口縁部に当接するこ
とで、固定孔１０１からマウント部材７０が抜けるのを防止して保持される。
【０１０９】
　また、マウント部材７０の台座部７２には、略中央部に固定部７１とは反対側に突出し
てアダプタハウジング５２のスリーブ挿入孔５８内に突出する一対のアダプタ用突起７６
と、台座部７２の幅方向の縁部に、アダプタハウジング５２の４つのマウント係合部６４
の係合溝６４ａのそれぞれに係合する４つのアダプタ係合部７７とが設けられている。
【０１１０】
　アダプタ用突起７６は、アダプタハウジング５２のスリーブ挿入孔５８の長手方向両端
側に突出するように設けられ、このアダプタ用突起７６がスリーブ挿入孔５８の長手方向
両端に当接することで、アダプタハウジング５２はマウント部材７０に対して光ファイバ
１の軸方向の移動が規制されるようになっている。
【０１１１】
　また、アダプタ係合部７７は、台座部７２の幅方向に傾斜して突出するように形成され
、このアダプタ係合部７７がマウント係合部６４の係合溝６４ａに係合することで、アダ
プタハウジング５２のマウント部材７０に対する幅方向及び着脱方向の移動を規制して保
持される。
【０１１２】
　即ち、アダプタハウジング５２のスリーブ挿入孔５８が設けられた面をマウント部材７
０の台座部７２に当接させると、アダプタハウジング５２のマウント係合部６４にマウン
ト部材７０のアダプタ係合部７７が係合して、幅方向及び着脱方向の移動が規制され、台
座部７２に設けられた一対のアダプタ用突起７６がアダプタハウジン５２のスリーブ挿入
孔５８内に突出することで、長手方向の移動が規制されて保持されるようになっている。
【０１１３】
　尚、このようなマウント部材７０と光コネクタアダプタ５０とは、マウント係合部６４
の係合溝６４ａの内面が傾斜した面で形成されていると共に、アダプタ係合部７７が傾斜
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して形成されているため、所定力で押し込む又は引き抜くことで、両者の着脱が自在にな
っている。
【０１１４】
　このようなマウント部材７０は、例えば、金属プレス加工により形成することができる
。
【０１１５】
　このような、光コネクタプラグ、光コネクタアダプタ及びマウント部材で構成される光
コネクタの組み立て方法としては、まず、実装基板１００にマウント部材７０を固定する
。次に、光コネクタアダプタ５０の両側に光コネクタプラグ２０を固定し、光コネクタプ
ラグ２０同士を光接続させる。その後、光コネクタプラグ２０が固定された光コネクタア
ダプタ５０をマウント部材７０に固定することで、光ファイバ１同士を光接続させた光コ
ネクタ１０を実装基板１００に実装することができる。
【０１１６】
　また、このように実装基板１００に実装された光コネクタの光コネクタプラグを外すに
は、光コネクタプラグ２０が固定された光コネクタアダプタ５０をマウント部材７０から
外した後、光コネクタアダプタ５０から光コネクタプラグ２０を外すようにすればよい。
【０１１７】
　このようにマウント部材を光コネクタアダプタ５０に着脱自在とすることで、マウント
部材７０を実装基板１００に固定した後、光コネクタアダプタ５０を着脱することができ
るため、光コネクタアダプタ５０と光コネクタプラグ２０との係合を実装基板１００上で
行う必要がなく、実装基板１００に光コネクタアダプタ５０と光コネクタプラグ２０との
着脱スペースを設ける必要がない。これにより実装基板１００を小型化することができる
と共に光コネクタ１０の実装を容易に行うことができる。
【０１１８】
　ここで、図７は、光コネクタの積層での実装工程を示す斜視図であり、図８は、光コネ
クタの積層での実装状態を示す斜視図であり、図９は、光コネクタの積層での実装状態を
示す平面図及びそのＥ－Ｅ′断面図である。
【０１１９】
　本実施形態の光コネクタアダプタ５０のアダプタハウジング５２のマウント係合部６４
とは反対側の面には、積層用突起６５と積層用係合部６６とが設けられている。
【０１２０】
　積層用突起６５は、図５及び図６に示すように、マウント部材７０のアダプタ用突起７
６と同等の形状を有し、他の光コネクタアダプタ５０のスリーブ挿入孔５８内に突出して
光コネクタアダプタ５０に対して他の光コネクタアダプタ５０が長手方向に移動するのを
防止する。
【０１２１】
　また、積層用係合部６６は、他の光コネクタアダプタ５０のマウント係合部６４に係合
するように外周縁部に沿って溝を形成することで突出して形成されている。この積層用係
合部５６が他の光コネクタアダプタ５０のマウント係合部６４と係合することで、他の光
コネクタアダプタ５０は、光コネクタアダプタ５０に着脱自在に保持されるようになって
いる。
【０１２２】
　このように光コネクタアダプタ５０のマウント係合部６４とは反対側の面に、他の光コ
ネクタアダプタ５０と係合する積層用突起６５と積層用係合部６６とを設けることで、光
コネクタアダプタ５０を複数積層することができ、実装基板１００上で複数の光コネクタ
１０を面方向に並設する必要がなく、実装基板１００の実装面積を狭めて小型化を図るこ
とができる。
【０１２３】
　ここで、実施形態１の光コネクタ１０と従来のＭＵ型光コネクタプラグ（ＪＩＳ Ｃ５
９８３ Ｆ１４形光コネクタ）との全長及び実装密度の比較を下記表３に示す。尚、この
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下記表３で示す実装密度は、光コネクタアダプタの両側に光コネクタプラグ２０を固定し
たものであり、従来のＭＵ型光コネクタを基準とした相対値である。
【０１２４】
【表３】

【０１２５】
　表３に示すように、本実施形態の光コネクタ１０は、従来のＭＵ型光コネクタプラグに
比べて、幅方向で２倍以上の実装密度、高さ方向で２倍の実装密度を実現できる。また、
従来のＭＵ型光コネクタに比べて本実施形態の光コネクタ１０の全長を１／３とすること
ができるため、長手方向の実装密度も３倍とすることができる。尚、この長手方向では、
光コネクタプラグ２０と光コネクタアダプタ５０との係合及び取り外しを狭い面積で行え
るため、実質の実装密度としては３倍以上となる。
（実施形態２）
　図１０は、実施形態２に係る光コネクタの積層での実装工程を示す斜視図であり、図１
１は、実施形態２に係る光コネクタの積層での実装状態を示す斜視図である。尚、上述し
た実施形態１と同様の部材には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【０１２６】
　図１０及び図１１に示すように、光コネクタ１０Ａは、光コネクタプラグ２０と、光コ
ネクタアダプタ５０Ａと、マウント部材７０Ａとを具備する。
【０１２７】
　マウント部材７０Ａは、屈曲部７１と台座部７２Ａとからなり、台座部７２Ａの幅方向
両側の縁部には、アダプタ係合部７７Ａが設けられている。
【０１２８】
　このアダプタ係合部７７Ａは、屈曲部７１とは反対側に突出するように屈曲して形成さ
れると共に、その先端部が台座部７２Ａの面方向と同一方向となるように幅方向両側に向
かって屈曲して形成されている。
【０１２９】
　このようなマウント部材７０Ａに係合する光コネクタアダプタ５０Ａのアダプタハウジ
ング５２Ａには、スリーブ挿入孔５８側に突出したマウント係合部６４Ａが設けられてい
る。
【０１３０】
　このマウント係合部６４Ａは、マウント部材７０Ａ側に突出して設けられて、先端部が
内側に突出した形状で形成されている。
【０１３１】
　このような光コネクタアダプタ５０Ａとマウント部材７０Ａとは、マウント部材７０Ａ
の台座部７２Ａにアダプタハウジング５２Ａのスリーブ挿入孔５８側の面を当接させた状
態でスライド移動させることで、マウント係合部６４Ａとアダプタ係合部７７Ａとを係合
させることができる。
【０１３２】
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　また、アダプタハウジング５２Ａのマウント係合部６４Ａとは反対側の面には、他の光
コネクタアダプタ５０Ａのマウント係合部６４Ａと係合する溝状の積層係合部６６Ａが設
けられている。
【０１３３】
　この積層係合部６６Ａによって複数の光コネクタアダプタ５０Ａを着脱自在に積層して
光コネクタ１０Ａを実装基板１００上に積層実装することができる。
【０１３４】
　このように、本実施形態では、マウント部材７０Ａに対して光コネクタアダプタ５０Ａ
をスライド移動させて係合させることで、両者を着脱自在としたが、これにより、上述し
た実施形態１と同様に光コネクタプラグ２０Ａと光コネクタアダプタ５０Ａとの着脱を実
施し易くすると共に実装基板１００を小型化することができる。
（実施形態３）
　図１２は、実施形態３に係る光コネクタアダプタの組立工程を示す斜視図であり、図１
３は、光コネクタアダプタの平面図及びそのＦ－Ｆ′断面図である。尚、上述した実施形
態１及び２と同様の部材には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
【０１３５】
　図１２及び１３に示すように、本実施形態の光コネクタアダプタ５０Ｂは、フェルール
用筒状体の先端部が挿入される光接続用スリーブ５１と、光接続用スリーブ５１が内蔵さ
れるアダプタハウジング５２Ｂとを具備し、アダプタハウジング５２Ｂは、光接続用スリ
ーブ５１が挿入されると共に一方面に開口するスリーブ挿入孔５８Ｂが設けられたハウジ
ング本体１１０と、ハウジング本体１１０のスリーブ挿入孔５８Ｂに嵌合する蓋部材１２
０とで構成されている。
【０１３６】
　ハウジング本体１１０は、上述した実施形態１と同様に、例えば、プラスチック等の樹
脂を一体成形することにより形成されており、軸方向に貫通した貫通孔５４が設けられて
いる。
【０１３７】
　この貫通孔５４は、略中心側に光接続用スリーブ５１が保持されるスリーブ保持部（図
示なし）と、スリーブ保持部の両端側にフェルール用筒状体が挿入される連通孔５６とを
有し、スリーブ保持部と連通孔５６との内径差によって段差部（図示なし）が設けられて
いる。
【０１３８】
　そして、ハウジング本体１１０には、スリーブ保持孔と同等の大きさで形成されてスリ
ーブ保持孔と外部とを連通するスリーブ挿入孔５８Ｂが一方面に開口するように設けられ
ている。このようなスリーブ挿入孔５８Ｂの開口側の一部は、蓋部材１２０が嵌合される
と共に嵌合された蓋部材１２０がスリーブ保持部まで挿入されないようにスリーブ保持部
よりも大きな嵌合部１１１となっており、この嵌合部１１１によって蓋部材１２０が当接
して蓋部材１２０のスリーブ保持部への移動を規制する蓋用段差部１１２が設けられてい
る。
【０１３９】
　また、ハウジング本体１１０の嵌合部１１１の内面には、相対向する側面に蓋部材１２
０の固定用突起１２２と係合する一対の固定用凹部１１３が設けられている。
【０１４０】
　更に、ハウジング本体１１０の両側面には、詳しくは後述する蓋部材１２０が嵌合部１
１１に嵌合した際に、蓋部材１２０のマウント係合部６４Ｂが挿通されてガイドされる挿
通用凹部１１４が設けられている。
【０１４１】
　また、ハウジング本体１１０には、上述した実施形態１の光コネクタプラグ２０が係合
した際に、光コネクタプラグ２０の爪部４０の係止爪３９に対応する領域に詳しくは後述
するプラグ解除用治具が挿通されるプラグ解除用挿通孔１１５が設けられている。
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【０１４２】
　このプラグ解除用挿通孔１１５は、嵌合部１１１によって設けられた蓋用段差部１１２
に開口し、嵌合部１１１に蓋部材１２０が嵌合した際に塞がれないようになっている。
【０１４３】
　一方、蓋部材１２０は、ハウジング本体１１０と同様に、例えば、プラスチック等の樹
脂を一体成形することにより形成されており、嵌合部１１１に嵌合すると共に蓋用段差部
１１２に当接する蓋部１２１と、ハウジング本体１１０の嵌合部１１１が設けられた面と
は反対面側から突出するマウント係合部６４Ｂとで構成されている。
【０１４４】
　蓋部１２１には、ハウジング本体１１０の嵌合部１１１に嵌合した際に、一対の固定用
凹部１１３内のそれぞれに突出する固定用凸部１２２が設けられている。
【０１４５】
　また、蓋部１２１には、他の光コネクタアダプタ５０Ｂのマウント係合部６４Ｂが係合
される積層用突起６５Ｂが設けられている。
【０１４６】
　この蓋部１２１には、一体的に形成された一対のマウント係合部６４Ｂが底面側から突
出するように設けられている。このマウント係合部６４Ｂは、蓋部材１２０がハウジング
本体１１０の嵌合部１１１に嵌合した際に、ハウジング本体１１０の挿通用凹部１１４に
挿通されてハウジング本体１１０の嵌合部１１１が設けられた面とは反対面から所定量突
出するように設けられている。
【０１４７】
　このような一対のマウント係合部６４Ｂの先端部の相対向する内面には、マウント部材
又は他のアダプタハウジング５２Ｂに係合されるマウント係合突起１２３が設けられてい
る。
【０１４８】
　また、蓋部１２１には、一対のマウント係合部６４Ｂのそれぞれに対応して、詳しくは
後述するが、マウント係合部６４Ｂとマウント部材又は他のアダプタハウジング５２Ｂと
の係合を解除するピン形状を有するマウント係合解除治具が挿通される治具挿通孔１２４
が設けられている。
【０１４９】
　この治具挿通孔１２４は、各マウント係合部６４Ｂの内面側に配置され、マウント係合
部６４Ｂの内面には、治具挿通孔１２３に連続してマウント係合解除治具が挿通される治
具挿通用凹部１２５が設けられている。
【０１５０】
　このマウント係合部６４Ｂの治具挿通用凹部１２５は、マウント係合部６４Ｂの先端部
側がテーパ面１２５ａとなっており、蓋部材１２０の治具挿通孔１２４にマウント係合解
除用治具を挿通すると、マウント係合解除治具の先端が治具挿通用凹部１２５のテーパ面
１２５ａに当接し、更にマウント係合解除治具を押し込むことでテーパ面１２５ａを押し
広げて、マウント係合部６４Ｂが互いに離れる方向に弾性変形される。
【０１５１】
　尚、蓋部材１２０が嵌合されるハウジング本体１１０の挿通用凹部１１４には、治具挿
通孔１２４に挿入されたマウント係合解除治具の先端が挿入される治具ガイド用凹部１１
５が設けられ、この治具ガイド用凹部１１５にマウント係合解除治具がガイドされるよう
になっている。
【０１５２】
　このような構成の光コネクタアダプタ５０Ｂは、ハウジング本体１１０の一方面に嵌合
する蓋部材１２０に設けられたマウント係合部６４Ｂが、ハウジング本体１１０の他方面
から突出するように設けられているため、マウント係合部６４Ｂを長くすることができ、
弾性変形し易い。このため、マウント係合部６４によってマウント部材又は他の光コネク
タアダプタ５０Ｂへの係合及び解除時にマウント係合部６４Ｂに亀裂や折れが生じるのを
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防止することができる。
【０１５３】
　ここで、このような光コネクタアダプタ５０Ｂを用いた光コネクタ１０Ｂについて説明
する。尚、図１４は、実施形態３に係る光コネクタの接続状態及びプラグ解除治具を示す
斜視図である。
【０１５４】
　ここで、本実施形態の光コネクタアダプタ５０Ｂと共に光コネクタ１０Ｂに用いられる
光コネクタプラグ２０は、上述した実施形態１と同様であるため重複する説明は省略する
。
【０１５５】
　図１４に示すように、光コネクタ１０Ｂの光コネクタプラグ２０と光コネクタアダプタ
５０Ｂとは上述した実施形態１と同様に係合する。
【０１５６】
　また、この係合は、アダプタ解除治具２００によって解除されるようになっている。
【０１５７】
　ここで、アダプタ解除治具２００は、先端にアダプタハウジング５２Ｂのプラグ解除用
挿通孔１１５に挿通される一対の平板形状からなる解除部２０１を具備し、この解除部２
０１の先端は厚さが漸小するテーパ部２０２となっている。
【０１５８】
　このようなテーパ部２０２を有する解除部２０１をプラグ解除用挿通孔１１５に挿入す
ると、解除部２０１が光コネクタプラグ２０の爪部４０を弾性変形させて押し広げながら
係止爪３９とアダプタハウジング５２Ｂとの間に挟持され、光コネクタプラグ２０と光コ
ネクタアダプタ５０Ｂとの係合が解除されるようになっている。
【０１５９】
　また、このような光コネクタ１０Ｂの実装基板への実装について説明する。
【０１６０】
　図１５は、実施形態３に係る光コネクタの積層での実装工程を示す斜視図であり、図１
６は、実施形態３に係る光コネクタの積層での実装状態及びマウント解除治具を示す斜視
図である。尚、上述した実施形態１及び２と同様の部材には同一の符号を付して重複する
説明は省略する。
【０１６１】
　図１５に示すように、実装基板１００に実装されるマウント部材７０Ｂは、屈曲した両
端部の固定部７１と、２つの固定部７１の間の領域の台座部７２Ｂとで構成されている。
【０１６２】
　台座部７２Ｂには、幅方向の両側の縁部に、光コネクタアダプタ５０Ｂのマウント係合
部６４Ｂと係合するアダプタ係合部７７Ｂと、このアダプタ係合部７７Ｂの両側にアダプ
タ用突起７６Ｂとが設けられている。
【０１６３】
　このアダプタ用突起７６Ｂが、アダプタ係合部７７Ｂに係合されたマウント係合部６４
Ｂに当接することで、光コネクタ１０Ｂがマウント部材７０Ｂに対して光ファイバ１の軸
方向への移動されるのを規制している。
【０１６４】
　このようなマウント部材７０Ｂに光コネクタ１０Ｂがマウント係合部６４Ｂを介して着
脱自在に固定される。
【０１６５】
　また、マウント部材７０Ｂに固定された光コネクタ１０Ｂ上には、他の光コネクタ１０
Ｂがマウント係合部６４Ｂを介して積層される。
【０１６６】
　詳しくは、他の光コネクタ１０Ｂのマウント係合部６４Ｂが、マウント部材７０Ｂ上の
光コネクタ１０Ｂの蓋部材１２０に設けられた積層用突起６４Ｂに係合することで、積層
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される。
【０１６７】
　そして、積層された光コネクタ１０Ｂの係合や、光コネクタ１０Ｂとマウント部材７０
Ｂとの係合は、図１６に示す、マウント解除治具２１０によって解除することができる。
【０１６８】
　このマウント解除治具２１０は、先端にアダプタハウジング５２Ｂの治具挿通孔１１４
に挿通される一対のピン形状を有する解除部２１１を具備する。
【０１６９】
　このようなマウント解除治具２１０の解除部２１１を治具挿通孔１２４に挿入すると、
上述したように、解除部２１０の先端が、マウント係合部６４Ｂを押し広げて弾性変形さ
せ、光コネクタ１０Ｂ同士又は光コネクタ１０Ｂとマウント部材７０Ｂとの係合を解除す
るようになっている。
【０１７０】
　このように、本実施形態の光コネクタ１０Ｂは、部品点数を減らして小型化することが
できると共に、部品点数を減らしたために光コネクタプラグ２０と光コネクタアダプタ５
０Ｂとの係合の解除、及び光コネクタ１０Ｂ同士又は光コネクタ１０Ｂとマウント部材７
０Ｂとの係合の解除をアダプタ解除治具２００又はマウント解除治具２１０を用いて容易
に行うことができる。尚、実装基板１００に実装される光コネクタ１０Ｂでは、光コネク
タプラグ２０と光コネクタアダプタ５０Ｂとの係合の解除、及び光コネクタ１０Ｂ同士又
は光コネクタ１０Ｂとマウント部材７０Ｂとの係合の解除は、それほど頻繁に行われない
ため、アダプタ解除治具２００又はマウント解除治具２１０での解除であっても煩雑にな
ることはない。
（他の実施形態）
　以上、本発明を実施形態１～３を説明したが、本発明の光コネクタは上述したものに限
定されるものではない。
【０１７１】
　例えば、上述した実施形態１～３では、フェルール２１の軸を中心とした回転方向の移
動の規制を行うための、つば部２９の形状、第１の回転止め部２２及び第２の回転止め部
６２の形状は、上述した実施形態１～３に限定されず、例えば、つば部を円盤形状に形成
すると共に軸方向に亘ってキー溝を円周方向に亘って均等に４箇所に設け、第１の回転止
め部及び第２の回転止め部をこのキー溝内に突出する突起としてもよい。
【０１７２】
　何れにしても、光コネクタプラグと光コネクタアダプタとでフェルールの回転方向の移
動を規制することができれば、上述した実施形態１～３と同様の効果を得ることができる
。
【０１７３】
　更に、上述した実施形態１～３では、マウント部材７０～７０Ｂに実装基板１００の固
定孔１０１に係合する屈曲部７１を設け、実装基板１００にマウント部材７０、７０Ａ～
７０Ｂを実装するようにしたが、実装基板１００にマウント部材７０、７０Ａ～７０Ｂを
実装する方法は、特にこれに限定されるものではない。
【０１７４】
　ここで、マウント部材の他の例を図１７に示す。尚、図１７は、実施形態１のマウント
部材の変形例を示す実装工程を示す斜視図である。
【０１７５】
　図１７に示すように、マウント部材７０Ｃは、屈曲部が設けられておらず、台座部７２
Ｃのみで構成されている。
【０１７６】
　この台座部７２Ｃの長手方向両端側には、面方向に突出した固定突起７２ａが設けられ
ており、この固定突起７２ａの底面側が実装基板１００上に接合されるようになっている
。
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　尚、固定突起７２ａと実装基板１００との接合は、特に限定されず、例えば、接着剤を
介した接着又はロウ付け又はハンダ等により接合することができる。
【０１７８】
　このようなマウント部材７０Ｃも、金属プレス加工により形成することができる。
【０１７９】
　また、上述した実施形態１～３では、光コネクタ１０～１０Ｂを実装基板１００上に着
脱自在に固定されるマウント部材７０～７０Ｂを介して着脱自在に固定するようにしたが
、特にこれに限定されず、例えば、実施形態３のようなマウント係合部６４Ｂを有する光
コネクタ１０Ｂであれば、実装基板１００上に直接固定するようにしてもよい。このよう
な構成としても、光コネクタ１０Ｂを実装基板１００上に着脱自在に固定することができ
、且つ光コネクタの部品点数、特に光コネクタアダプタの部品点数を更に減らして、コス
トを低減すると共に小型化を図ることができる。
【符号の説明】
【０１８０】
１０、１０Ａ、１０Ｂ　　光コネクタ
２０　　　　光コネクタプラグ
２１　　　　フェルール
２２　　　　コネクタハウジング
５０、５０Ａ、５０Ｂ　　光コネクタアダプタ
５２、５２Ａ、５２Ｂ　　アダプタハウジング
６４、６４Ａ、６４Ｂ　　マウント係合部
７０、７０Ａ、７０Ｂ、７０Ｃ　　マウント部材
１００　　　実装基板
１１０　　　ハウジング本体
１２０　　　蓋部材
２００　　　アダプタ解除治具
２１０　　　マウント解除治具
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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